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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 川内沢川広域基幹河川改修事業（補助：事業主体 宮城県）
かわ う ち ざ わ が わ

（宮城県名取市）
な と り

事業着手：平成７年度 完成・供用の目標年度：平成２０年代後半完成予定

事業の必要性・事業の概要 宮城県

「事業の必要性」
川内沢川の現況治水安全度は１／５程度と低く、平成6年9月22日の豪雨時

には甚大な被害を被りました。沿川には仙台空港や国道、JR等の重要公共施
設が集中している重要な地域でもあるため、早急に治水安全度の向上を図る
必要があります。

「事業の概要」
治水安全度の向上のため、築堤、掘削、捷水路を実施します。

しようすいろ

平成１９年度の予定

○平成１９年度は、捷水路事業の進捗を図ります。

事 業 効 果

○事業が完了することにより、 仙台空港等の浸水被害が軽減されます。
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 戸沢地区急傾斜地崩壊対策事業（補助：事業主体 秋田県）
と ざ わ

（秋田県湯沢市）
ゆ ざ わ し

事業着手：平成１８年度 完成・供用の目標年度：平成２２年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 秋田県

「事業の必要性」
湯沢市戸沢地区に位置する当該箇所は、民家１３戸及び県道稲庭関口線を

保全対象に含む急傾斜地です。
平成１６年７月に発生した集中豪雨により、人家裏の斜面が崩落し、今後も

引き続き斜面崩落の恐れがあることから、早急な対策が必要になっています。
また、保全区域内の県道は、避難路として指定されており、通勤通学時の主要
な交通ルートであることから、安全性の確保が求められています。そのため、周
辺斜面も含めた対策工事を実施し、土砂災害による被害を未然に防止する必
要があります。

「事業の概要」
○全体延長 L=410.0m 現場吹付法枠工＋基礎擁壁工＋落石防護柵工 L=77.0m A=3,500m2

待受擁壁工＋落石防護柵工 L=333.0m

←区域内の斜面
崩壊の状況

至湯沢市

避難場所

←不安定土砂の堆積状況（平成１６年７月災害）

平成１９年度の予定

○平成１９年度は、擁壁工を実施し、事業の進捗を図ります。

事 業 効 果

○民家１３戸、県道を土砂災害から守ります。

対策斜面全景対策斜面全景

平 面 図



- 28 -

安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 箱崎東の沢通常砂防事業（補助：事業主体 岩手県）
は こ ざ き ひ が し の さ わ

（岩手県釜石市）
か ま い し し

事業着手：平成１８年度 完成・供用の目標年度：平成２２年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 岩手県

「事業の必要性」
箱崎東の沢は、岩手県釜石市に位置し、保全対象として民家72戸、郵便

局、児童館、箱崎東部漁協、市道、避難路等を抱えており、平成17年3月に土
砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定された土石流危険渓流
です。
釜石市では、平成14年の台風6号により死者を出すなど甚大な被害を被っ

ていることから、地域の土砂災害に対する意識が高く、特に保全人家の多い渓
流において早急に砂防施設を整備することにより、土砂災害に対する安全の
確保を図る必要があります。

「事業の概要」
○全体事業内容
えん堤工2基

平成１９年度の予定

○平成１９年度は、本体工を実施し、事業の進捗を図ります。

事 業 効 果

○民家72戸、郵便局、児童館、箱崎東部漁協、市道、避難路を土砂災害より防御します。

避難路

箱崎小学校（避難所）

箱崎郵便局
箱崎児童館

釜石東部漁協
箱崎漁港

市道

土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域

箱崎東の沢砂防えん堤

土砂災害特別警戒区域土砂災害特別警戒区域
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 木戸ダム建設事業（補助：事業主体 福島県）
き ど

（福島県双葉郡楢葉町）
ふ た ば ぐ ん な ら は ま ち

事業着手：平成３年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 福島県

「事業の必要性」
木戸ダムは、木戸川水系木戸川に建設中の、洪水調節、渇水時におけ

き ど が わ き ど が わ

る正常な流水機能の維持、水道用水、工業用水の供給を目的とした多目
的ダムです。
木戸川流域では、台風や豪雨による出水によって度々洪水被害を受け

ている一方で、夏期においてしばしば深刻な水不足に見舞われています。
木戸ダムによって洪水被害や、渇水等の心配のない安全で安心できる

地域づくりが可能となります。

「事業の概要」
全体計画 ダム形式 ： 重力式コンクリート

ダム高 ： 93.5 m
堤頂長 ： 350.0 m
堤体積 ： 50.4 万m3
総貯水容量：1,847.0 万m3

進捗状況 平成12年度 本体工事着手
平成12～14年度 本体基礎掘削
平成14年度～ コンクリート打設

平成１９年度の予定

○平成１９年度は、試験湛水を完了させるとともに、法面保護工等を実施し、事業の完成を目指します。

事 業 効 果

○洪水の際、ダムに流入する1,850m3/秒のうち800m3/秒をダムに貯めて木戸川沿川地域の水害を防ぎま
す。

○1日あたり最大21,500m3の水を上水道へ供給します。
○1日あたり最大32,300m3の水を工業用水として供給します。

平成元年8月洪水(楢葉町上小塙中川原地区) 木戸ダム(左岸側より、平成18年７月)

木戸ダム流域図
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 綱木川ダム建設事業（補助：事業主体 山形県）
つ な き がわ

（山形県米沢市）
よ ね ざ わ し

事業着手：昭和６３年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 山形県

「事業の必要性」
綱木川ダムは、最上川水系綱木川に建設中の、洪水調節、渇水時における

正常な機能の維持、水道用水の供給を目的とした多目的ダムです。
綱木川流域では、昭和４２年８月の羽越豪雨、昭和５６年の台風１５号をはじ

めとした出水によって洪水被害を受けている一方で、米沢市において水道水
源の多くを地下水に依存しているため、地盤沈下が深刻な問題となっており、
新たな水源の確保が必要とされています。
綱木川ダムの建設によって洪水被害を防ぎ、用水の確保を行うことで安全で

安心できる地域作りを行います。

「事業の概要」
全体計画 ダム形式 ： 中央コア型ロックフィルダム

ダ ム 高 ： ７４．０ｍ
堤 頂 長 ： ３６７．５ｍ
堤 体 積 ： ２１５．４万ｍ３
総貯水容量 ： ９，５５０千ｍ３

進捗状況 平成6年度 本体工事着手
平成10～16年度 堤体盛立工事
平成16～18年度 取水放流設備・管理設備工事

綱木川ダム（下流側より、平成17年5月）

平成１９年度の予定

○平成１９年度は、試験湛水を完了させるとともに、周辺整備等を実施し、事業の完成を目指します。

事 業 効 果

○ 洪水の際、ダムに流入する350m3/秒の洪水のうち235m3/秒をダムに貯めて鬼面川流域の水害を防ぎ
ます。

○ １日あたり最大36,500m3の水を上水道へ供給します。
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 一般国道７号 本荘地区橋梁架替（直轄）
ほんじょう

（秋田県由利本荘市）
ゆ り ほ ん じ ょ う

事業着手：平成１０年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度新衣川橋完成予定

事業の必要性・事業の概要 秋田県

「事業の必要性」
一般国道７号に架かる小屋川橋・親川橋・芦川橋・新衣川橋・勝手橋の５橋

こ や か わ おやかわ あしかわ しんころもがわ か っ て

は、日本海沿岸部の主要都市を結ぶ幹線道路に架かり、日本海沿岸に接して
います。このため、常に潮風の影響を受け、特に冬季の海からの強い季節風
などにより、塩分が飛来して橋梁が塩害によって損傷を受けています。塩害に
よる鉄筋等の腐食により、落橋の危険性が高まることから幹線道路としての安
全性、信頼性の確保のために早急な架替が必要となっています。
「事業の概要」
本荘地区橋梁架替事業は塩害によって損傷を受けた橋梁の架替を目的とし

て行っており、５橋の内、小屋川橋・親川橋は平成１３年に完成、芦川橋は平
成１４年に完成し供用済みです。残る２橋のうち、平成１５年に工事着手した新
衣川橋は、塩害防止対策を施し、平成１９年度の完成を目指し整備を行っています。

▲ 位 置 図 ▲新衣川橋の橋梁架替状況

▲塩害による鉄筋等の腐食状況 ▲橋脚補強の実施状況

▲落橋時の交通への支障

平成１９年度の予定

○新衣川橋の舗装及び仮橋撤去を実施し、供用を図る予定です。

事 業 効 果

○秋田県沿岸部の主要幹線道路の安全性、信頼性の確保が図られます。
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 一般国道４８号 仲の瀬橋震災対策（直轄）
な か の せ は し

（宮城県仙台市）
せんだい

事業着手：平成１７年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 宮城県

「事業の必要性」
一般国道４８号仲の瀬橋は、一級河川広瀬川に架橋された橋長239ｍの長

大橋であり、宮城県沿岸地域を南北に縦貫する区間にあり、緊急輸送道路に
指定されています。
当該橋梁は、近年、大規模地震の逼迫性が指摘されていること等を踏まえ、

地震で被災した場合、緊急輸送道路の分断が予想されるとともに、地域の社
会・経済活動に大きな支障をきたす恐れがあるため、早急な対応が求められて
います。

「事業の概要」
耐震補強３箇年プログラム(H17～19)に基づき、地震による落橋防

止構造の設置及び巻き立てによる橋脚の補強を行い、橋梁の耐震
性の向上を図るものです。

平成１９年度の予定

○落橋防止装置及び橋脚補強の工事を実施し、仲の瀬橋の震災対策の完了を図る予定です。

事 業 効 果

○橋梁の耐震性能の向上によって、緊急輸送道路ネットワークの確保を図ります。

▼仲の瀬橋全景 ▼補強の概要（断面図）

至：仙台 至：山形

▼補強の概要（側面図）
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 一般国道４５号 鳴瀬大橋震災対策（直轄）
な る せ おおはし

（宮城県東松島市）
ひがしまつしま

事業着手：平成１８年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 宮城県

「事業の必要性」
一般国道４５号鳴瀬大橋は、一級河川鳴瀬川に架橋された橋長４35ｍの長

大橋であり、宮城県沿岸地域を南北に縦貫する区間にあり、緊急輸送道路に
指定されています。
当該橋梁は、今後高い確率で発生するとされている宮城県沖地震の影響地

域に属しており、地震で被災した場合、緊急輸送道路の分断が予想されるとと
もに、地域の社会・経済活動に大きな支障をきたす恐れがあるため、早急な対
応が求められています。

「事業の概要」
耐震補強３箇年プログラム(H17～19)に基づき、地震による落橋防

止構造の設置及び巻き立てによる橋脚の補強を行い、橋梁の耐震
性の向上を図るものです。

平成１９年度の予定

○落橋防止装置及び橋脚補強の工事を実施し、鳴瀬大橋の震災対策の完了を図る予定です。

事 業 効 果

○橋梁の耐震性能の向上によって、緊急輸送道路ネットワークの確保を図ります。

イメージ

▼震災により被災した橋脚 ▼鳴瀬大橋全景 ▼補強の概要（断面図）

至：仙台 至：宮古

▼補強の概要（側面図）

【橋梁震災対策のイメージ】

▼

橋脚補強の実施例

落橋防止構造の実施例

▲
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 一般国道４６号 仙岩道路電気設備更新（直轄）
せ ん が ん ど う ろ

（秋田県仙北市）
せんぼ く

事業着手：平成１７年度

事業の必要性・事業の概要 秋田県

「事業の必要性」
一般国道４６号仙岩道路は、昭和５１年１０月に供用開始してから３０年が経

過し、トンネル内のスプリンクラー非常警報装置などの防災設備、設備制御の
ための通信施設等の老朽化が著しく、更新が必要となってます。また、仙岩道
路は秋田・岩手県境に位置し、厳しい難所をトンネル・橋梁の連続で、近隣に
は迂回路となる路線がない状況であり、防災機能の向上が求められています。

「事業の概要」
特に老朽化の著しい非常警報設備、電源制御ケーブル配管設備、

機械室器機について更新を実施し、当該路線の安全性の向上を図
るものです。

▼仙岩道路概要図

▼仙岩トンネル坑口全景 ▼老朽化が著しい施設

平成１９年度の予定

○非常警報設備、電源制御ケーブル配管設備、機械室器機について更新を実施し、早期完成を目指しま
す。

事 業 効 果

○老朽化の著しい非常警報設備、電源制御ケーブル配管設備、機械室器機について更新を実施し、トン
ネル内事故等の非常時における安全管理を確実なものとします。
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安全で安心できる地域づくり あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名 一般国道４５号 仙台東部共同溝（直轄）
せ ん だ い と う ぶ

（宮城県仙台市）
せんだい

事業着手：平成１４年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 宮城県

「事業の必要性」
一般国道４５号は、仙台市を起点とし、岩手県沿岸を経由して青森市

せ ん だ い し あ お も り し

に至る総延長約５５０ｋｍの主要幹線道路であり、仙台圏と青森県・岩
手県沿岸部の物流を担う重要な路線です。
当該事業の仙台市東部地区は大規模な土地区画整理事業が計画され、

経済活動の増加や人口増加等により、電力・通信・水道の需要が高まる
ことが予想される地区です。
仙台市東部地区を東西に通過している一般国道４５号は、将来も交通

量の増加が予想され、道路掘り返しに伴う道路交通への影響は計り知れ
ません。
また、沿道利用の殆どは住居・商業系で占められており、防災性向上

の観点からも整備を望まれているところです。

「事業の概要」
仙台東部共同溝は、災害時のライフラインの確保を図るとともに、道路の掘り返しに伴う道路交

通への影響を解消することを目的とした延長１，４００ｍの共同溝事業です。

▼位置図

▼完成図

▼断面図

平成１９年度の予定

○附帯設備工事を実施し、事業の完成を図る予定です。

事 業 効 果

○災害時のライフラインの確保
○路上工事の減少によるスムーズな交通の確保


